
※
委
員
　
樋
浦
和
夫
、
古
川
富
士

男
、
四
柳
健
二
、
兒
玉
三
男
平

※
補
充
員
　
廣
瀬
岩
男
、
阿
部
宏

康
、
徳
永
篤
、
西
山
富
雄

人
権
擁
護
委
員
の
選
任

人
権
擁
護
委
員
を
次
の
と
お
り
選

任
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
同

意
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

・
本
名
文
野
さ
ん
（
下
興
野
町
、
63

歳
）

・
田
中
ユ
キ
子
さ
ん
（
金
沢
町
3
、

61
歳
）

条
例
の
制
定
・
改
正

運
動
広
場
の
利
用
を
促
進
す
る
た

め
、
新
津
市
市
民
運
動
広
場
条
例
が

新
た
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
基
金
の
有
効
活
用
を
図
る
た

め
、
新
津
市
資
料
館
建
設
そ
の
他
教

育
施
設
整
備
基
金
条
例
が
廃
止
さ

れ
、
新
津
市
教
育
振
興
基
金
条
例
の

一
部
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
新
津
浄
化
セ
ン
タ
ー

し
尿
受
入
施
設
の
し
ゅ
ん
工
に
よ

り
、
新
津
市
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー

合
併
協
議
会
の

設
置
な
ど
を
審
議

新
津
市
な
ど
十
三
市
町
村
で
構

成
す
る
新
潟
地
域
合
併
協
議
会
の

設
置
に
つ
い
て
、
投
票
に
よ
る
採

決
が
行
わ
れ
、
こ
の
議
案
は
否
決

さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
市
町
村
合
併
の
進
展
な

ど
に
伴
っ
て
設
置
さ
れ
る
新
潟
県

市
町
村
総
合
事
務
組
合
な
ど
、
広

域
的
な
行
政
関
連
団
体
の
規
約
の

制
定
や
変
更
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

設
置
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
法

令
の
改
正
な
ど
に
伴
っ
て
、
新
津
市

廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
適
正
処
理
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ

ま
し
た
。

新
た
に
市
道
と
し
て
四
十
二
路
線

（
総
延
長
五
千
四
百
八
十
七
・
六
誡
）

が
認
定
さ
れ
、
二
路
線
の
変
更
が
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

請
願
・
発
議
を
審
議

●
請
願

（
不
採
択
）

・
准
看
護
師
か
ら
看
護
師
へ
の
「
2

年
課
程
通
信
制
」
の
早
急
な
整
備
を

求
め
る
請
願
書

●
発
議

（
選
挙
）

・
新
津
市
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及

び
補
充
員
の
選
挙
に
つ
い
て
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市
議
会
十
二
月
定
例
会
が
、十
二
月

九
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
の
十
七
日

間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

今
回
の
議
会
で
は
、一
般
会
計
や
特

別
会
計
な
ど
予
算
の
補
正
の
ほ
か
、市

町
村
合
併
に
伴
う
法
定
協
議
会
の
設

置
な
ど
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

平成 1 5年度一般会計と
特別会計などの予算を補正

一般会計予算の補正については、合併協

議会設置についての議案が否決されたこと

に伴って一部が修正され、認められました。

また次の各特別会計および水道事業会計

予算の補正が認められました。

■一般会計…2億2878万1000円を追加し、総

額223億4261万1000円に。

□下水道事業特別会計…3億9636万2000円を

追加し、総額50億8336万2000円に。

□国民健康保険特別会計…1451万4000円を追

加し、総額48億9849万9000円に。

□介護保険特別会計…30万7000円を減額し、

総額37億9246万1000円に。

○水道事業会計

・収益的支出…1594万8000円を減額し、総

額13億5203万1000円に。

・資本的収入…1240万円を追加し、総額7億

634万6000円に。

・資本的支出…3794万2000円を追加し、総

額16億1189万9000円に。

新
潟
地
域
合
併
協
議
会
の

設
置
を
否
決

市
議
会
十
二
月
定
例
会

お
知
ら
せ

住
民
投
票
条
例
制
定
の
請

求
を
受
け
て
、
市
議
会
二
月

臨
時
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時

二
月
二
日
贐
午
前
十
時
か
ら

●
問
い
合
わ
せ

議
会
事
務
局（
内
線
6
1
1
）

湯
田
幸
永
市
長
が
一
月
九
日
に
市

議
会
議
長
へ
退
職
申
出
書
を
提
出

し
、
一
月
二
十
八
日
限
り
で
退
職
し

ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
一
月
二
十
九
日
か
ら

二
月
二
十
九
日
（
予
定
）
ま
で
、
中

村
博
助
役
が
市
長
の
職
務
を
代
理
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

湯
田
市
長
が
退
職

歩車分離式信号
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本町2丁目交差点の信号機が

歩車分離式信号
に変わります

新津駅前の県道新津停車場線と県道新潟・新津線
が交差する本町2丁目交差点（通称：四ツ角）の信
号機が、「歩車分離式信号」に変わります。
この方式は、歩行者と車両の流れを完全に分け、
横断歩行者と右左折車との交通事故を防ぐことを目
的としています。

青

赤赤

青

歩行者用信号は
すべて「赤」

（新潟方面）

（新津駅方面）

赤

赤赤

赤

歩行者用信号は
すべて「青」

※この図の縦・横同時に
横断できますが、斜めに
は横断できません。

（新潟方面）

（新津駅方面）

赤

青青

赤

歩行者用信号は
すべて「赤」

（新潟方面）

（新津駅方面）

●歩行者用信号は全方向が一斉に青色となり、その間すべて

の車両信号が赤色となります。歩行者は右左折車の通行が

なくなるため、安心して道路を横断することができます

（右図①）。

●車両信号が青色のときは、すべての歩行者用信号が赤色と

なり、歩行者は横断できません。このため、右左折車はス

ムーズな進行が可能となります（右図②・③）。

※自転車は歩行者用信号によって、自転車横断帯を横断して

ください。

歩車分離式信号の特徴

3 月 から

①

②

③

①
へ●現在の信号パターンから、右図の新しいパターンに変更と

なるのは、3月上旬の予定です。切り替えの期日について

は、次号以降の広報にいつでお知らせします。

3月上旬から新しいパターンに

問い合わせ 新津警察署交通課（蕕23－0110）へ。

環境フォーラム2004
「私が変わる、社会が変わる～私が楽しい」

●内　容
第1部　リレー講演「こんな生き方もあり?!」

田中優さん（未来バンク事業組合理事長ほか）
吉村誠司さん（ヒューマンシールド神戸代表ほか）

第2部　パネラー＆来場者ディスカッション

「私と社会は変えられる！」

コーディネーター　上村雄彦さん（元国連職員）
※参加型のパネルディスカッションです。

同時開催：ネーチャークラフト教室（予約・材料費が必要）
おとなのしゃべり場、こどものしゃべり場

●参加費 無料（事前の申し込みが必要です）
●その他
・当日は保育ルームを用意します（有料、要申込み）。
・イベントの詳しい内容は、2月5日賍新聞折り込み
のチラシをご覧ください。
●申込み

環境フォーラム企画運営委員の和田さん（蕕25－
1015）または市民生活課環境衛生係（蕕24－2111
内線232）へ。

と　き 2月8日跣午後1時30分～4時30分
ところ 保健福祉センター

　いろんな生き方やボラン　いろんな生き方やボラン
ティア活動などを通して語ティア活動などを通して語
る、ひと味違った環境の話る、ひと味違った環境の話

　いろんな生き方やボラン
ティア活動などを通して語
る、ひと味違った環境の話


